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はじめに                            

  

選挙権は基本的な権利で、選挙は最も重要な政治参加の機会であるとともに民

主主義の根幹をなすものといわれています。その政治参加を進めるために、有権者

の皆さまにとって投票しやすい環境を整えていくことが求められています。 

 そのために投票時間の延長や期日前投票制度の創設などさまざまな法改正が行

われてきました。 

 国立市でも、平成１６年から期日前投票を開始し、市民の皆さまからの声や状況

に応じて期日前投票所および開設日を増やすなど投票環境の向上に努めてきまし

た。 

 一方、投票日当日の投票区割りについては、昭和４７年に地域別の人口の増加お

よび小学校の区割りを基準に、１０投票区から現在の１２投票区に変更してから

約５０年経過しており、その間に大規模な区割り変更は行ってきませんでした。な

お、この間有権者数は、約４５，０００人（昭和４７年１２月１０日時点）から約

１．４倍の約６５，０００人（令和４年６月１日時点）に増加しています。 

 以上のことから、市選挙管理委員会では投票環境整備の一環として、投票日当日

の投票区の見直しを行うこととしました。 

※ 投票区の見直しは、令和５年４月執行予定の国立市議会議員選挙から反映す

る予定です。 

 

 

投票区の見直し案作成の経過について               

  

市選挙管理委員会では、現在の投票区は、人口の増減による各投票所の有権者数

の偏りや投票所までの距離の不均等などを考慮すると、現状の投票環境はすべて

の有権者にとって必ずしも良い状況ではないと考えました。そこで、市内全体の投

票区域において投票区を見直し、より多くの有権者の利便性を高めることで投票

率の向上をめざすことを目的に、市選挙管理委員会の委員による「見直し検討会

議」を設置し検討を行いました。 

 令和２年４月から１０月までに開催した９回の会議を経てさまざまな検討を重

ね、令和３年度に実施に向けた条件の整理および確認等を行い、令和４年４月２７

日の市選挙管理委員会にて正式に委員会議決しました。 

 そして、この案について皆さまのご意見をお聞きするため、パブリックコメント

を実施し、最終的な判断をすることとなりました。 
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 なお、「富士見台第一団地投票所廃止案にかんする陳情」が令和４年国立市議会

第２回定例会で採択されたことについては、市選挙管理委員会においても、重く受

け止めており、パブリックコメントで寄せられたご意見をふまえて、投票区の見直

しについて判断することとしました。 

 

現在の投票区の課題について                   

 

① 旧甲州街道南側ハケ下の区域については、坂を上って投票所に行く必要があ

り、高齢者やお子さん連れの方にとって負担となっています。また、投票所まで

の距離がある区域も多い状況です。 

② 第４投票区（東地域防災センター）は、数回の投票所変更を経て現在の場所に 

落ち着いていますが、建物自体が狭く導線の確保が難しい状況です。 

③ 第８投票区（第四小学校）は、期日前投票所を駅前市民プラザに開設したこと

により投票日当日の投票者が減ってきています。また、ＪＲ国立駅北側の有権者

からは、駅の南北に自由通路ができたことにより距離的に近い第４投票区（東地

域防災センター）の投票所に編入してほしいとの要望があります。 

④ 第９投票区（富士見台第一団地集会所）は、区域が狭く有権者数が減少傾向に

あります。ただし、投票日当日の投票率は高い状況です。また、富士見台第一団

地集会所は、急な選挙を実施する時に行事等により借用が困難な状況となり、他

の投票所に変更する必要が生じる場合があります。 

⑤ 第１０投票区（第二中学校）は、全１２投票区での有権者数の平均が約５，４ 

００人に対し、有権者数が８，０００人を超えており、投票日当日はかなりの混 

雑で学校敷地外の歩道まで列ができています。 

 

■現在の投票区（地図）は、６ページの別紙１をご参照してください。 

 

投票区の見直し案について                    

投票区は、新設１区、廃止２区とし計１１投票区としています。 

 

（１）主な見直し内容 

〇新しい投票所を南部地域にあたる第三中学校に設置し、投票区番を第８投 

票区とします。 

※投票区の対象区域：ハケ下、泉全域、谷保６・７丁目および第１・第１２ 

投票区の谷保地域の一部 
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〇第４投票区の投票所を東地域防災センターから駅前市民プラザに変更し 

ます。 

〇第８投票区である第四小学校の投票所を廃止し、近隣の投票区へ編入し 

ます。 

〇第９投票区である富士見台第一団地集会所の投票所を廃止し、近隣の投票 

区へ編入します。 

〇第七小学校の投票所の投票区番を第１２投票区から第９投票区に変更し、 

一部の地域を近隣の投票区へ編入します。 

 

（２）投票区ごとの変更点 

〇第１投票区 

ハケ下区域を新第８投票区に編入します。富士見台第三団地を第１０投票 

区から編入します。 

〇第２投票区 

 変更なし 

〇第３投票区 

 ハケ下区域を新第８投票区に編入します。また、矢川３丁目の一部を編入 

します。 

〇第４投票区 

 投票所を現在の東地域防災センターから駅前市民プラザに変更し、現第８ 

投票区の一部を編入します。 

〇第５投票区 

 現第８投票区の一部を編入します。 

〇第６投票区 

 変更なし 

〇第７投票区 

 現第９投票区および現第１２投票区のさくら通り以北を編入します。 

〇第８投票区 

 第四小学校の投票所を廃止し、弁天通りを境に第４投票区および第５投票 

区に編入します。また、南部地域に新第８投票区として第三中学校の投票所 

を新設します。 

〇第９投票区 

 富士見台第一団地集会所の投票所を廃止し、さくら通り以北の地域を第７ 

投票区に編入し、残りの地域を新第９投票区に編入します。 
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〇第１０投票区 

 富士見台第三団地を第１投票区に編入します。 

〇第１１投票区 

 泉３丁目を新第８投票区に編入します。第３投票区の谷保および青柳の一 

部を編入します。 

〇第１２投票区 

 第９投票区に投票区番を変更します（新第９投票区の投票所は現第１２投 

票区と同じ第七小学校です）。また、ハケ下区域を新第８投票区に編入し、 

さくら通り以北の地域を第７投票区に編入します。 

 

■投票区見直し案（地図）は、７ページの別紙２をご参照してください。 

 

（３）見直し後の有権者数の比較 

投票区 投票所名 
現有権者数 
（人） 

新有権者数 
（人） 

増減 
（人） 

１区 市役所 ８，２８０ ８，１７７ －１０３ 

２区 公民館 ５，７１３ ５，７１３ ０ 

３区 第一小学校 ５，２２１ ２，８９４ －２，３２７ 

４区 
東地域防災センター 
（駅前市民プラザに投票所変更） 

５，１３３ ７，２４５ ２，１１２ 

５区 北市民プラザ ３，１３３ ４，５８７ １，４５４ 

６区 第二小学校 ６，７０５ ６，７０５ ０ 

７区 第三小学校 ５，３７４ ６，５１６ １，１４２ 

現８区 第四小学校（廃止） ３，５６６ ０ －３，５６６ 

新８区 第三中学校（新設） ０ ３，７７４ ３，７７４ 

現９区 
富士見台第一団地集会所 
（廃止） 

２，３２４ ０ －２，３２４ 

１０区 第二中学校 ８，０６５ ７，４３４ －６３１ 

１１区 第六小学校 ６，４０４ ６，３１１ －９３ 

現１２区 
（新９区） 

第七小学校 ４，７０７ ５，２６９ ５６２ 
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（４）投票区が変更となった地域 

現投票区 現投票所名 変更地区（住所） 新投票区 新投票名 

１区 市役所 

谷保６丁目５～２２ 

谷保５７５～７４１、７９７～９０４、 

９１５～１５３０、１６２６～１６２８ 

８区 

（新設） 
第三中学校 

３区 第一小学校 

谷保１２７４～１４５７、１６３０～１６

３５、１６４０、１６４４ 

泉１・２丁目全域、３丁目１の５～８、 

２２～３７、４・５丁目全域 

１１区 第六小学校 泉３丁目１の１～４、９～２１ 

１２区 第七小学校 
谷保４００～５７４、谷保６丁目１～４、 

谷保７丁目全域 

３区 第一小学校 

青柳６０５～６０６ 

谷保６７１１～６７９５、６８１５～６８

４０ 

１１区 第六小学校 

８区 
第四小学校 

（廃止） 

北１丁目全域、２丁目１～６ 
４区 

（変更） 
駅前市民プラザ 

北２丁目７～３８ ５区 北市民プラザ 

９区 

富士見台 

第一団地集会所

（廃止） 

富士見台１丁目１～６、２８ ７区 第三小学校 

富士見台１丁目７、２７ ９区 第七小学校 

１０区 第二中学校 富士見台３丁目７、１７ １区 市役所 

１１区 第六小学校 矢川３丁目１８、１９ ３区 第一小学校 

１２区 第七小学校 富士見台１丁目３４～３６ ７区 第三小学校 
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■別紙１ 現在の投票区 
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